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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

確 定 給 付 企 業 年 金 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 四 年 厚 生 労 働 省 令 第 二 十 二

号 ） 第 五 十 五 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 予 定 利 率 は 、 同 号 に 規 定 す

る 日 の 属 す る 次 の 各 号 に 掲 げ る 年 度 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各

号 に 定 め る 率 と す る 。 

一 令 和 五 年 度 年 率 〇 ・ 七 一 パ ー セ ン ト （ 当 該 年 率 に 〇 ・ 五 パ

ー セ ン ト 以 内 の 率 を 加 減 し て 得 た 率 を 予 定 利 率 と す る こ と に つ

い て 、 当 該 確 定 給 付 企 業 年 金 を 実 施 す る 事 業 主 が 確 定 給 付 企 業

年 金 法 （ 平 成 十 三 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 六 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の

規 定 の 例 に よ り 同 条 第 二 項 の 当 該 労 働 組 合 又 は 同 項 の 当 該 厚 生

年 金 保 険 の 被 保 険 者 の 過 半 数 を 代 表 す る 者 の 同 意 を 得 た 場 合 （

企 業 年 金 基 金 を 設 立 し て 実 施 す る 確 定 給 付 企 業 年 金 に あ っ て は

、 当 該 加 減 し て 得 た 率 を 予 定 利 率 と す る こ と に つ い て 当 該 企 業

年 金 基 金 の 代 議 員 会 に お い て 議 決 し た 場 合 。 次 号 に お い て 「 労

働 組 合 等 の 同 意 を 得 た 場 合 」 と い う 。 ） に あ っ て は 、 当 該 加 減

し て 得 た 率 ） 

二 令 和 六 年 度 年 率 〇 ・ 八 六 パ ー セ ン ト （ 当 該 年 率 に 〇 ・ 五 パ

ー セ ン ト 以 内 の 率 を 加 減 し て 得 た 率 を 予 定 利 率 と す る こ と に つ

い て 、 労 働 組 合 等 の 同 意 を 得 た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 加 減 し て

得 た 率 ） 

確 定 給 付 企 業 年 金 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 四 年 厚 生 労 働 省 令 第 二 十 二

号 ） 第 五 十 五 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 予 定 利 率 は 、 同 号 に 規 定 す

る 日 の 属 す る 次 の 各 号 に 掲 げ る 年 度 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各

号 に 定 め る 率 と す る 。 

一 令 和 四 年 度 年 率 〇 ・ 六 六 パ ー セ ン ト （ 当 該 年 率 に 〇 ・ 五 パ

ー セ ン ト 以 内 の 率 を 加 減 し て 得 た 率 を 予 定 利 率 と す る こ と に つ

い て 、 当 該 確 定 給 付 企 業 年 金 を 実 施 す る 事 業 主 が 確 定 給 付 企 業

年 金 法 （ 平 成 十 三 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 六 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の

規 定 の 例 に よ り 同 条 第 二 項 の 当 該 労 働 組 合 又 は 同 項 の 当 該 厚 生

年 金 保 険 の 被 保 険 者 の 過 半 数 を 代 表 す る 者 の 同 意 を 得 た 場 合 （

企 業 年 金 基 金 を 設 立 し て 実 施 す る 確 定 給 付 企 業 年 金 に あ っ て は

、 当 該 加 減 し て 得 た 率 を 予 定 利 率 と す る こ と に つ い て 当 該 企 業

年 金 基 金 の 代 議 員 会 に お い て 議 決 し た 場 合 。 次 号 に お い て 「 労

働 組 合 等 の 同 意 を 得 た 場 合 」 と い う 。 ） に あ っ て は 、 当 該 加 減

し て 得 た 率 ） 

二 令 和 五 年 度 年 率 〇 ・ 七 一 パ ー セ ン ト （ 当 該 年 率 に 〇 ・ 五 パ

ー セ ン ト 以 内 の 率 を 加 減 し て 得 た 率 を 予 定 利 率 と す る こ と に つ

い て 、 労 働 組 合 等 の 同 意 を 得 た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 加 減 し て

得 た 率 ） 

 


